
茨城県大腸がん検診実施指針 

 

第１ 目 的 

大腸がんは、近年、その罹患率及び死亡率が増加傾向にあることから、十分な精度が確保 

された効率の良い検診を実施し、これを早期に発見し、早期の治療に結びつけていくことを 

目的とする。 

 

第２ 実施主体 

市町村 

 

第３ 対象者 

１ 当該市町村の区域内に居住する４０歳以上の者とする。 

  なお、受診を特に推奨する者を４０歳以上６９歳以下の者とする。 
   ただし、受診を特に推奨する者に該当しない者に対しても、受診の機会を提供するよう留 

意すること。 
２ 医療保険各法の保険者及び事業者が行う検診を受けた以外の者とする。 

なお、がん検診は、医療保険各法の保険者及び事業者が行う検診として、必ずしも実施す 

ることを義務づけられていないので、対象者の把握について十分留意されたいこと。 

 

第４ 実施回数 

検診は、原則として同一人について年１回行う。 

 

第５ 検診の実施にあたっての基本的事項 

１ 大腸がんに関する正しい知識の普及 

市町村は、健康教育等の機会を利用し、大腸がんに関する予防医学的知識、便潜血検査及 

び肛周囲疾患、食生活等について住民に対して正しい知識の普及を図る。 

２ 検診体制の整備 

県は、検診実施機関及び精密検査医療機関の確保等、全県的な検診体制の整備を図る。 

 ３ 市町村の責務 
   がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上で受診を検討できるよう、

検診の実施にあたっては、対象者に対してがん検診の利益・不利益の説明を行うこと。ただ

し、不利益の説明をするときは、指針に定めるがん検診の受診率低下を招かないよう、伝え

方に留意すること。 
４ 検診実施機関への指導 

県は、検診精度の維持向上及び効率的な検診実施の指導を行う。 

５ 市町村への指導及び連絡調整 

保健所は、保健所保健事業連絡協議会において市町村の検診計画、関係団体の協力の確保、 

保健所の協力援助等について協議し、検診実施の指導及び連絡調整を行う。 

６ 検診実施機関の責務 

検診実施機関は、市町村と十分な連絡調整を図るとともに、精度の高い検診を提供するた

め検診機器の保守点検、検診記録の管理に万全を期し、検診従事者の資質向上、検診結果報

告の迅速化等を図り、県や市町村の求めに応じ、検診の精度管理に必要な資料を提供する。 

 



第６ 検診の計画 

１ 検診計画の策定 

市町村は、保健所との密接な連携のもとに、健康づくり推進協議会等において効率的な検 

診を推進するための方策を協議し、積極的な検診計画を策定する。 

なお、対象者の把握に際しては、次の事項に留意する。 

⑴ 新規及び未受診者の受診促進を図る。 

⑵ 大腸がん対策上重要な年齢層の受診促進を重点的に図る。 

２ 検診実施の周知徹底 

市町村は、検診を実施するにあたっては、地域住民に対し広報、個別通知等により、検診 

の意義、検診の日時、場所、検診方法等の周知徹底を図る。 

 

第７ 検診の実施 

１ 検診の実施方法 

大腸がん検診の実施形態は、市町村が検診機関へ委託して実施する集団検診及び医療機関 

を利用して行う医療機関検診とする。 

⑴ 集団検診 

市町村は、「大腸がん検診受診者連名簿兼検診結果報告書」（様式第１号）に検診月日、 

検体番号、受診者の住所、氏名、年齢及び性別を記載することにより検診の受付を行う。 

⑵ 医療機関検診 

医療機関検診は、市町村が発行する「大腸がん医療機関検診受診券（例）」（様式第２号） 

に基づいて行う。 

２ 検診の項目 

検診の項目は、問診及び便潜血検査とする。 

⑴ 問診 

問診にあたっては、「大腸がん検診問診票（例）」（様式第３号）により、医師等が質問の

うえ、現在の症状、既往歴、家族歴、過去の受診状況等を聴取する。 

なお、やむを得ない場合は、事前に用紙を配布し、受診者が記入した事項を医師等が確

認することにより代えることができるものとする。 

⑵ 便潜血検査 

免疫便潜血検査を実施する。 

実施方法は、２日法とし、原則として２日連続採便とする。 

なお、検診を実施するにあたっては、次の事項に留意する。 

ア 測定用キット 

多種類の測定キットの中から、キットの特性並びに市町村における検体処理数及び採

便から測定までの時間等を考慮して、最適なものを採用する。 

イ 採便方法 

採便用具を配布し、自己採便とする。 

なお、採便用具の配布に際しては、受診者に対して用具の使用方法、採便法、初日採

便後の検体の保管方法等について十分に説明する。採便用具の配布の時期については、

検体の回収日時を考慮して適切な時期に行う。 

ウ 検体の回収 

初日の検体は、受診者の自宅の冷暗所（冷蔵庫等）において保存するよう説明し、２

日目の検体を採取した後即日回収することを原則とする。やむを得ず１日分しか採便で 



きなかった場合は、１日分の検体を回収する。 

なお、郵送による検体の回収は行わない。 

エ 検体の測定検体回収後速やかに行う。速やかな測定が困難な場合は、冷蔵保存するこ

ととする。 

 

３ 検診結果の区分 

検診の結果については、問診結果を参考に、免疫便潜血検査により判断し、「要精密検査」、

「異常認めず」及び「検体不良」に区分する。２日分の検体のうち１日分だけ陽性の場合も

「要精密検査」とする。 

４ 検診資料の保存 

検診実施機関は、検診に係る資料を少なくとも５年間保存すること。 

５ 検診結果の報告 

⑴ 検診実施機関は、検診結果を、「大腸がん検診受診者連名簿兼検診結果報告書」（様式第 

１号）により検診日から２週間以内に市町村に報告する。 

⑵ 検診実施機関は、検診結果報告に際し、次により作成した受診者あての結果通知書を添 

付する。 

ア 要精密検査：「大腸がん検診結果通知書兼精密検査結果通知書（秘）」（様式第４号） 

イ 異常認めず：「大腸がん検診結果通知書（例）」（様式第５号） 

ウ 検体不良：「大腸がん検診結果通知書（例）」（様式第５号） 

６ 検診結果の通知 

市町村は、検診の結果について精密検査の必要性の有無等を付し、受診者に速やかに通知 

する。 

７ 検診の事後管理 

市町村は、検診結果に基づき次の指導を行う。 

  ⑴ 「要精密検査」と区分された者 

健康教育、訪問指導等により精密検査の意義を周知させるとともに、第８ 精密検査の規

定に留意のうえ、大腸がんの精密検査医療機関において速やかに精密検査を受診するよう

指導する。 

⑵ 「異常認めず」と区分された者 

翌年度の検診受診を勧める。 

⑶ 「検体不良」と区分された者 

再検査を受けるよう指導する。 

 

第８ 精密検査 

（１）精密検査の第一選択は全大腸内視鏡検査とする。 

（２）精密検査を全大腸内視鏡検査で行うことが困難な場合においては、Ｓ状結腸内視鏡検査と

注腸エックス線検査（二重造影法）の併用による精密検査を実施する。 

ただし、その実施に当たっては、十分な精度管理の下で、注腸エックス線検査の専門家に 

より実施することとする。 

（３）便潜血検査のみによる精密検査は、がんの見落としの増加につながることから行わないこ

ととする。 

第９ 検診の精度管理 

精度管理は、検診における技術を一定以上に保つと同時に、検診の効率、効果等を明らか 



にするうえで重要である。 

 

１ 市町村の役割 

⑴ 検診記録の整備 

市町村は、検診実施機関等との連携を図り、健康管理台帳等により検診受診者の氏名、

性別、生年月日、年齢、住所、過去の検診受診状況、受診指導の記録、検診結果、精密検査

の必要性の有無、精密検査の受診の有無、精密検査の確定診断の結果等の検診記録を整備

する。 

⑵ 発見患者の追跡調査等 

医療機関検診を実施している市町村は、「大腸がん検診結果通知書兼精密検査結果通知書

（秘）」（様式第４号）においてがんと診断された患者については、その主治医から「手術・ 

治療レポート」（様式第６号）を収集する。また、検診により発見された患者については、

その後の生存状況、死亡原因等について長期追跡を行い、検診事業の評価に資する。 

２ 県の役割 

⑴ 茨城県生活習慣病検診管理指導協議会大腸がん部会（以下「大腸がん部会」という。）の

設置及び運営 

県は、大腸がんの動向を把握し、市町村及び検診実施機関に対し検診の実施方法、精度

管理のあり方等について、専門的な見地から適切な指導助言を行うため、大腸がん部会を

設置及び運営するものとする。 

ア 大腸がん部会の構成 

大腸がん部会は、学識経験者、県医師会代表、保健所長等大腸がん検診にかかわる専

門家により、１０名以内の委員で構成する。 

なお、大腸がん部会が必要と認める場合は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴く

ことができる。 

イ 大腸がん部会の運営 

（ァ）市町村において実施した大腸がん検診の受診率、要精密検査率、精密検査受診率、

大腸がん発見率等を検討するとともに、その効果及び効率を評価し、今後における検

診の実施方法等について検討する。 

（ィ）検診実施機関における精度管理状況等を評価し、今後における精度管理体制につい

て検討する。 

⑵ 検診従事者講習会の開催 

県は、検診従事者の資質の向上を図るため、大腸がん検診従事者講習会を開催する。 

⑶ 精密検査結果の収集 

県は、検診の効率及び効果の評価資料となる精密検査データを集約するため、次の事項

を行う。 

ア 大腸がん検診精密検査追跡調査 

県医師会及び精密検査医療機関の協力のもとに、市町村と連携し「大腸がん検診結果

通知書兼精密検査結果通知書（秘）」（様式第４号）により精密検査結果を収集する。 

イ 大腸がん検診要精密検査者の登録管理 

集団検診機関及び医療機関検診を実施している市町村に対し、「大腸がん検診要精密検

査者通知書」（様式第７号）により要精密検査者の報告を求め、これをデータ集約機関に 

おいて登録し、精密検査結果追跡調査データと合わせることにより検診精度の分析評価、

精密検査未受診者の把握及びその受診奨励に活用する。 



 

３ 検診実施機関の精度管理 

⑴ 検診従事者の資質の向上等 

検診精度の向上を図るため、検診従事者の資質の向上並びに検診機器の保守点検、整備

及び検査等の標準化に関するチェック機構の確立に努めるものとする。 

⑵ 検診記録の管理 

問診票等検診記録の管理に万全を期し、県及び市町村の求めに応じ、検診の精度管理に

必要な資料等を提供する。 

⑶ 手術・治療レポートの収集 

集団検診機関は、「大腸がん検診結果通知書兼精密検査結果通知書（秘）」（様式第４号）

により把握したがん患者の主治医から「手術・治療レポート」（様式第６号）を収集し、検

診記録と同様に保管及び管理する。 

 

第１０ 事業評価 

大腸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管理の下で実施することが不可

欠であることから、市町村は、国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェック

リスト」（以下「チェックリスト」という。）（市町村用）を参考とするなどして、検診の実

施状況を把握する。その上で、保健所、地区医師会及び検診実施機関等関係者と十分協議

を行い、地域における実施体制の整備に努めるとともに、大腸がん部会における検討結果

を踏まえ、その指導又は助言に基づき、検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。 

また、検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で大腸がん検診が円滑に実施され

るよう、チェックリスト（検診実施機関用）を参考とするなどして、精度管理に努める。 

さらに、県は、大腸がん部会において、地域がん登録及び全国がん登録を活用するとと

もに、チェックリスト（都道府県用）を参考とするなどして、がんの罹患動向、検診の実

施方法及び精度管理の在り方等について専門的な見地から検討を行う。また、チェックリ

スト（市町村用）の結果を踏まえ、市町村に対する技術的支援及び検診実施機関に対する

指導を行う。 

なお、大腸がん検診における事業評価の基本的な考え方については、「がん検診事業のあ

り方について」（がん検診のあり方に関する検討会報告書（令和５年６月））に示されてい

るが、報告書の見直しが行われた場合は、新たな内容に基づき事業評価を行うこととする。 

 

第１１ 事業の報告 

１ 大腸がん検診要精密検査者の報告 

集団検診機関及び医療機関検診を実施している市町村は、当該月の検診結果に係る要精密 

検査者を、「大腸がん検診要精密検査者通知書」（様式第７号）により翌月末日までに県保健 

医療部健康推進課長あて報告する。 

２ 大腸がん検診実施年報 

集団検診機関及び医療機関検診を実施している市町村は、当該年度の検診実績を、「大腸が 

ん検診実施年報」（様式第８号）により翌年度５月末日までに県保健医療部健康推進課長あて

報告する。 

なお、その後において精密検査結果等を把握した場合は、９月末日をもって確定報告をす 

るものとする。 

 



第１２ 秘密の保持 

市町村、保健所、検診実施機関等関係者は、検診結果の取り扱いに細心の配慮をし、秘密 

の保持に万全を期さなければならない。 

 

付 則 

この要領は、平成２年４月１日から実施する。 

付 則 

この要領は、平成４年４月１日から実施する。 

付 則 

この要領は、平成６年８月１日から実施する。 

付 則 

この要領は、平成７年４月１日から実施する。 

付 則 

この要領は、平成８年４月１日から実施する。 

付 則 

この要領は、平成８年９月１日から実施する。 

付 則 

この要領は、平成９年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、平成１２年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、平成１９年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、平成２６年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、平成２７年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、平成２９年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、平成３０年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、平成３１年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、令和２年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、令和３年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、令和４年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、令和５年４月１日から実施する。 

付 則 

この指針は、令和６年３月２日から実施する。 

 


